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その他、御質問、御意見あれば、幸区社会福祉協議会 ℡５５６－５５００までお願いします。 

A 年末慰問金は、幸区の地域の方々に御

協力をいただいております「年末たすけ

あい運動」による募金が財源となってお

ります。募金総額と、慰問金の配分を受

ける方の人数をもとに、１２月に開催さ

れる配分委員会にて金額が決定されま

す。 

Q 慰問金はいくらになりますか？  

A 「年末たすけあい運動」は、その歴史

の中で民生委員が中心的な役割を担って

きた経緯があり、また、福祉ニーズをも

つ世帯を見守る意味から民生委員がお届

けしています。 

Q なぜ民生委員が配付するのですか？ 

A 幸区社会福祉協議会等で配布している

“「慰問金」配分申請書”と、“障害者手

帳”や“介護保険被保険者証”の写しが

必要となります。 

 

※本年より非課税証明書は不要となりま

した。 

Q 申請にはどんな書類が必要ですか？ 

A 年末慰問金は、世帯に対して配分する

ものなので、同一世帯に対象の方が複数

いる場合でも１世帯分の配分となりま

す。 

Q 世帯に 2 人対象者がいる場合は 2 人分

もらえますか？ 

A 12 月頃より行われる「年末たすけあ

い運動」の募金が財源になっているので、

12 月下旬（23 日頃以降）になります。 

「年末たすけあい」なので、年内にはお

届けできるようにいたします。 

Q 慰問金が届くのはいつになりますか？ 

A 慰問金の配分については、配分対象の

要件や、配分金額なども含め、川崎市内

各区ごとに違います。「見舞金」「支援金」

などの名称で呼ぶ区もあります。 

Q 他の区と配分要件が違うのですか？ 

Q 慰問金額や配分対象については誰が決めているのですか？ 

A 幸区社会福祉協議会、幸区民生委員児童委員協議会、幸区町内会連合会、各地区社会福

祉協議会、各地区民生委員児童委員、行政機関などの代表による「年末たすけあい運動配

分委員会」で決められています。 


